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はじめに 

 

 

私たちの命は、身近にある自然がもたらすきれいな水や空気、おいしい食べものなどの様々

な恵みによって支えられています。その自然は、多くの生きものの命と、生きもののすみかと

なる森や川、海などの様々な環境と、そのつながりによって形づくられています。 

地球の誕生以来、長い時間をかけて形づくられた生きものと地球とのつながり(生態系)の中

で、自然の一員として私たちは命を授かり、生活を営んでいます。私たちの先人は、自然と共

に生きる中で、自然がもたらす四季折々の様々な恵みを暮らしに生かす工夫や知恵を積み重ね

てきました。 

しかし、時代とともに科学技術が進歩し、水陸の開発や産業構造などが高度化・大規模化す

ることで、人間が自然に与える影響は大きくなりました。その結果、生活は便利になりました

が、生態系のバランスは急激に崩れつつあります。また、近年の急激な気候変動や、それに伴

う気象災害の増大は、我々の社会経済活動によって、地球が大きな影響を受けていることを実

感せざるを得ません。 

世界では、生物多様性の保全と密接な関係にある SDGs(持続可能な開発目標)が 2015(平成

27)年に国連サミットで採択されました。さらに 2022(令和４)年には、生物多様性条約第 15 回

締約国会議において、“生物多様性を回復の軌道に乗せるため、緊急な行動を社会全体で起こ

す”「ネイチャーポジティブ(自然再興)」を目標とした「昆明・モントリオール生物多様性枠

組」が採択され、各国で生物多様性を取り巻く対策が急速に進められています。 

宮城県においても、これまでの経済活動の発展に伴う土地の開発や、水質環境の悪化などに

より、野生生物の生息・生育環境が減少してきました。また、東日本大震災(以下「震災」とい

う。)では、沿岸部の自然環境が激変しました。しかし、行政や民間団体の自然保護活動などに

より、一部の地域では在来生物が回復したり、多様な主体による植林活動により海岸防災林の

再生が進められたりするなど、人の活動によって野生生物の生息・生育環境が改善している地

域もあります。 

本県では、2015(平成 27)年３月に「宮城県生物多様性地域戦略」を策定して以降、社会情勢

に合わせて５年ごとに計画を見直しており、今回「ネイチャーポジティブの実現」に向けた取

組を推進するため、第２次改訂を行いました。 

今後、この戦略に基づき、本県における気候変動対策や、循環型社会の実現に向けた取組と

連携を図るとともに、産学官民で協働しながら社会経済活動による自然への負の影響を抑え、

プラスの影響を与えることを目指していきます。先人たちが大切に育ててきた、県内の豊かな

自然と、豊かな県民生活を次世代の子ども・若者たちに引き継ぐための取組を積極的に進めて

いきます。 

 

令和７年４月 
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第１章 宮城県生物多様性地域戦略の概要 

地域戦略の位置付け 

宮城県生物多様性地域戦略とは、2008(平成 20)年に施行された「生物多様性基本法＊」に基

づき、2015(平成 27)年に宮城県が主体となって策定した法定計画です。国が策定した「生物多

様性国家戦略＊」などの考え方を踏まえ、宮城県の最上位計画である「新・宮城の将来ビジョ

ン」との整合を図りながら、本県における生物多様性の保全と、その持続的な利用に関する、

中・長期的な考え方や具体的な取組を示しています。 

 

地域戦略の取組主体 

本地域戦略は、行政及び県民や NPO 団体・事業者・教育機関などの様々な主体が相互に連携・

協力して、宮城県の生物多様性の保全・向上や、生物多様性と調和・貢献する社会・経済活動

に取り組むことで、ネイチャーポジティブ＊の実現を目指します。 

 

新・宮城の将来ビジョン 
(計画期間：2021(令和３)年-2030(令和 12)年) 

《関連する個別計画》 
・宮城県環境基本計画 

・宮城県自然環境保全基本方針 

・みやぎゼロカーボンチャレンジ 2050 戦略 

・宮城県循環型社会形成推進計画 

・宮城県水循環保全基本計画 

・  

・みやぎ農業農村整備基本計画 

・みやぎ森と緑の県民条例基本計画 

・水産業の振興に関する基本的な計画 

・河川整備基本方針、河川整備計画 

・都市計画区域マスタープラン 

・宮城県教育振興基本計画 

・宮城県環境教育基本方針  

・みやぎ子ども・若者育成支援計画 など 

宮城県生物多様性地域戦略 
(第２次改訂) 

整合 整合 

整合 

反
映 

＜市町村＞ 

生物多様性国家戦略 

第 13 条 
第 12 条 

生物多様性基本法 

＜世界＞ 
 

 

「昆明・モントリオール生

物多様性枠組＊」など 

整合 

生物多様性条約 ・生物多様性地域戦略 
・環境基本計画 

整合 

地域戦略に関わる主体の連携イメージ 

国 

県民 

NPO 

県 
来訪者 

市町村 

教育・研究機関 

企業・事業者 

ネイチャー 

ポジティブの実現 
相互に連携 

協力 

生物多様性の減少
から回復へ 

宮城県の 

生物多様性の 

保全･向上 

 
＜国＞ 
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地域戦略の対象地域 

〈宮城県全域〉 

県内全域を対象としていますが、県鳥であるマガンのような渡り鳥は本県のみならず国内外

を広く移動します。また、河川や山地のような地形やそこに形成される生態系は複数の地域に

またがっていることもあります。さらに、事業者の活動や県民の消費活動は世界の様々な地域

によって支えられ、影響も及ぼしています。そこで、本地域戦略の実施に際しては、より広域

な地域の生物多様性にも留意します。 

 

地域戦略の計画期間 

〈20 年間：2015(平成 27)年度から 2034(令和 16)年度まで〉 

本地域戦略は自然に関わることを対象にしており、長期的な視点でとらえる必要があること

から、計画期間は 20 年間とします。この 20 年間は、本地域戦略の策定年次に生まれた子ども

たちが成人するまでの期間を想定したものです。また、５年に１回程度を目途に、必要に応じ

て内容の見直しを行います。 

これまで、社会情勢や国家戦略の改訂等にあわせ、2020(令和２)年に第１次改訂、2025(令和

７)年に第２次改訂を行いました。次回は、2029(令和 11)年に見直し、2030(令和 12)年に第３

次改訂を予定しており、「昆明・モントリオール生物多様性枠組＊」や「生物多様性国家戦略2023-

2030」の「ネイチャーポジティブの実現」を目指す 2030(令和 12)年を見越し、宮城県におけ

るネイチャーポジティブの達成状況も評価することとします。 

 

 

 

生物多様性に係る

計画 

'15 '16～'18 '19 '20 '21～'23 '24 '25 '26～'28 '29 '30 '31 '32 '33 '34 ～ '50 

H27 H28～30 R1 R2 R3～R5 R6 R7 R8～R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 ～ R32 

宮城県生物多様性

地域戦略 

     
 

 
      

 
  

生物多様性 

国家戦略 
2023～2030 

                

◎策定・改訂 〇評価・見直し ●目標年 

 
※1 2030 年ミッション：2030 年までに「ネイチャーポジティブ(自然再興)」を実現する。 
※2 2050 年ビジョン  ：2050 年までに、「生物多様性が評価され、保全され、回復され、賢明に利用され、生態系サービスが維持 

され、健全な地球が維持され、全ての人々にとって不可欠な利益がもたらされる」自然と共生する社会 

  

ネイチャーポジティブ

達成状況を評価 
 

◎第２次改訂 ●目標年 

（最終評価） 

● 

2030 年ミッション
※1

 

● 

2050 年ビジョン
※2 

◎策定 ◎第 1 次改訂 

◎策定 

◎第３次改訂 

○ 

評価・見直し 

○ 

評価・見直し 

○ 

評価・見直し 
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第２次改訂の趣旨・概要 

2023（令和５）年に策定された「生

物多様性国家戦略2023-2030)」におい

て、「ネイチャーポジティブの実現」が

盛り込まれたことから、本県において

も県のネイチャーポジティブ実現に

向けた取組を進めるため、2025(令和

７)年４月に本計画の第２次改訂を行

いました。ネイチャーポジティブの実

現には、生物多様性の保全・再生の取

組と、カーボンニュートラル＊などの

「気候変動対策の促進」、持続可能な

資源活用を目指す「循環型社会＊・循

環経済＊(サーキュラーエコノミー)へ

の移行」を同時に進めていく必要があ

ります。 

これら３つの対策は相互に関係し、相乗効果のある取組もある一方で、気候変動対策には効

果があっても、生物多様性の損失につながってしまうような取組もあります。そのため、生物

多様性の保全・回復の取組の強化に加え、気候変動対策の促進、循環型社会への移行の取組を、

同時に、連携しながら推進することが重要です。 

今回の改訂では、宮城県の「ネイチャーポジティブの実現」を目指し、第３章において本県

の生物多様性を取り巻く状況を再整理し、第４章において「３つの基本方針」の趣旨を拡充し、

第５章において、「10 の基本的取組」の構成や、その具体的な取組内容を、「生物多様性の回

復」、「気候変動対策や循環型社会の施策との連携強化」、「社会経済との連携」、「県民の行動変

容」等を軸に見直しました。 

 

 

  

ネイチャーポジティブと気候変動対策、 

循環型社会の取組イメージ 
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第２章 生物多様性と生物多様性をめぐる動向(ネイチャーポジティブ) 

生物多様性とは 

私たちの暮らす宮城県には、森、川、沼、水田、干潟＊や海など多種多様な自然があり、そこ

には色々な形や色・大きさ・個性を持つ生きものがすんでいます。こうした多様な環境の中で、

それぞれの生きものが、自然を介して他の生きものとの間に関わりを持っている状態を「生物

多様性」と言います。生物多様性条約＊では、「生物多様性」には、「(１)生態系の多様性」、「(２)

種の多様性」、「(３)遺伝子の多様性」の３つのレベルの多様性があるとされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 生態系の多様性 

生態系とは、生産者(植物)と消費者(動物)、分解者(菌類など)、その周りを取り巻く水や空

気などがお互いに関わり合うことで形成されるひとつのまとまりのことです。宮城県内には山

や森林、川、水田、草地、干潟、島、海といった様々な環境が広がり、それぞれの環境に見合

った多様な生態系が形成されています。このことを「生態系の多様性」といいます。 

 

 種の多様性 

様々な生態系の中を少し細かな目線で見ていくと、森や川、水田といった様々な環境の中に

は、その環境に適応したたくさんの種類の生きものが生息・生育しています。一つの生態系の

中に、たくさんの種類の生きものが様々な関係の中で共存して生息・生育していることを「種

の多様性」といいます。 

 

 遺伝子の多様性 

様々な生態系の中にいるそれぞれの生きものをさらに細かな目線で見ていくと、同じ種類の

生きものでも、形が違っていたり、模様が違っていたりします。また、見た目にはあらわれま

せんが、寒さに強かったり暑さに強かったりといった違いがあります。これらの違いを「遺伝

子の多様性」といいます。こうした遺伝子の多様性のおかげで、環境の変化に強い集団ができ

るのです。 

   生態系の多様性 
多種多様な形態の自然環境 

種の多様性 
多種多様な生物種 

 

遺伝子の多様性 
同じ種でも異なる遺伝子 

※すべてナミテントウ 
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生態系サービス(なぜ大切なのか) 

生物多様性を基盤とする生態系は、私たちの暮らしに大きな恵みを与えてくれます。その恵

みを「生態系サービス※」と呼びます。生態系サービスには、「(１)供給サービス」、「(２)調整

サービス」、「(３)文化的サービス」、「(４)基盤サービス」の４つのサービスがあります。 

普段あまり意識することはありませんが、私たちの生活やビジネスはこれらのサービスを多

大に受けており、これらの恩恵なしには生活が成り立ちません。生態系サービスも豊かな生物

多様性により維持されています。 

 

 供給サービス 

私たちの生活に必要なものを直接供給し、もっとも私たちが恩恵を受けているサービスです。

米や野菜、魚といった食卓に並ぶ農林水産物、建築や工業製品の材料となる木材、エネルギー

のもととなる炭や薪、医薬品や農産物の品種改良に役立つ遺伝資源など、様々な恩恵がありま

す。  

 

 調整サービス 

私たちが安心して生活できるように、見えないところで様々なものを調整しているサービス

です。例えば、豊かな森は、空気や水をきれいにしてくれます。また、豊かな森がある山は木々

の根が張ることにより地面が安定するため、地震や大雨による土壌の流出を防ぎ、災害の防止

に役立っています。それ以外にも、草や木があることで日差しによって地面が熱くなることを

防ぎ、気温を調整しています。 

 

 文化的サービス 

私たちの暮らしをより豊かにしてくれるサービスです。自然を体験するエコツーリズム＊や

環境学習、登山やキャンプ、釣りや海水浴などを通して自然とふれあうことで、心と体が癒さ

れたり、充足感を得られたりします。また、豊作を祈願して行われる仙台七夕まつりや竹駒神

社での御田植祭などのように、自然を通して生まれ、発展してきた文化もあります。 

 

 基盤サービス 

私たち人間だけではなく、ありとあらゆる生きものが生きていくための基盤となるものを作

り出しているサービスで、供給、調整、文化的サービスを産みだす源となるものです。生命活

動のもとになる酸素は植物の光合成により作り出されます。その植物を育てる豊かな土は微生

物が落ち葉や生きものの死骸を分解することで作り出されます。また、水の循環や栄養塩類の

循環も基盤サービスであり、豊かな生物多様性により維持されています。 

 

※「生態系サービス(Natures Benefits to People)」に代わり「自然がもたらすもの(Nature's contributions to 

people;NCP)(仮訳)」という用語が用いられる場合もある。両者はほぼ同義の用語として使用されますが、「自然

がもたらすもの」には、自然がもたらす負の影響も含まれている。 
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私たちの暮らしは、日本だけでなく世界の生態系サービスによって支えられています。 

日本の食料自給率はカロリーベースで 38％(2023(令和５)年)となっており、私たちの暮ら

しに必要な食料や建築資材などの多くは、輸入に頼っているのが現状です。 

最新の技術も生態系サービスによって支えられています。スマートフォンや電子機器に使わ

れる半導体は、日本ではそのほとんどを海外から輸入しています。半導体の製造には、不純物

の少ない水が大量に必要ですが、そうした水の確保には、森林土壌の水質浄化機能、森林の水

源かん養機能など生態系サービスが寄与しており、大量の不純物の少ない水を確保するには広

い面積の健全な森林が必要です。 

このように、私たちの豊かな食生活や最新の技術を活用する便利な生活は、海外の生態系サ

ービスにも大きく依存しています。普段は意識することは少ないですが、世界の生物多様性の

状況は、私たちの生活に直接的に関わっているのです。 

基盤サービス 

 

 

 

供給サービス 調整サービス 文化的サービス 

 
 
 

上記３つのサービスを支える 

ごはん（米） 植物が大気や気候を調整 

植物の光合成による酸素供給 土壌の生成 菌類による有機物の分解 

生態系サービス 

仙台七夕まつりの七夕飾り 

安全に暮らせる環境を整える 暮らしに必要な材料を提供 暮らしを豊かに彩る 

人工知能やスマートフォンに必要な半導体の製造も生態系サービスが支えている 

水 

半導体の製造には不純物

の少ない水が大量に必要 

豊かな地下水を支えているのは 

森林や土壌 
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生物多様性の危機 

現在、地球レベルで生物多様性と生態系サービスは悪化し続けています。この悪化の要因は、

資源の過剰な利用や土地の改変、環境汚染、外来生物＊の持ち込みなどの人間活動の在り方に

あります。 

 世界的に進む生物多様性の危機 

世界的に見ると、産業革命以降の 200 年の間に人類がもたらした土地の改変や気候変動など

の影響は大きく、特に過去 50 年は、人類史上かつてないスピードで自然が変化しています。 

国際機関の報告書(「生物多様性と生態系サービスに関する地球規模評価報告書」IPBES、

2020(令和２)年)によると、世界の陸地の 75％は著しく改変され、1700 年以降、湿地の 85％が

消失するなど、地球上のほとんどの場所で人間の社会経済活動によって自然が大きく改変され

ていることが分かっています。調査されたほぼすべての分類群で種の絶滅リスクが高まってお

り、野生生物の約 25％が、絶滅が危惧される状態にあるとされています。 

 

 

 
  

改変された陸域の割合 消失した湿地の割合 絶滅の危機にある野生生物の割合 

生物群集ごとの世界的な絶滅リスク 

75％ 85％ 25％ 

「生物多様性と生態系サービスに関する地球規模評価報告書」（IPBES、2020 年）より作成 
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 社会経済における生物多様性減少の影響 

さらに、生物多様性の減少の影響は生きものだけでなく、私たちの社会生活、経済にも及ん

でいます。 

① 海洋水産資源の減少 

違法操業や乱獲などの過剰な漁獲が、海洋水産資源の持続性に深刻な影響を及ぼしています。

国際連合食糧農業機関(FAO)の海洋水産資源評価によると、1974(昭和 49)年には、90％の水産

資源は生物学的に持続可能なレベルで利用されていましたが、2017(平成 29)年には 66％まで

下がっています。世界の資源のうち、今後生産量を増大させる余地のある資源は６％にとどま

っています。 

 

② 花粉媒介者の減少による農業の危機 

ミツバチなど植物の受精・繁殖に必要な花粉を媒介する働きを持つ動物を「花粉媒介者」と

呼びます。地球上の花が咲く植物の 90％、世界の主要作物の 75％以上が花粉媒介者に依存し

ています。農業における花粉媒介者の働きを市場価値に換算すると年間 2,350 億～5,770 億米

ドル(日本円で 36.1 兆～88.5 兆円)と試算

されています。しかし、花粉媒介者の

16.5％が絶滅危惧種となっているほか、気

候変動による生息地の減少、ネオニコチノ

イド系殺虫剤による生息数の減少が懸念

されています。花粉媒介者が減少すること

で、果実のように受粉を必要とする農産物

の収量の減少、ミツバチなどの代わりに人

が作業することによる労働力不足の深刻

化、農産物の価格高騰などの影響が出ると

考えられます。 

 

③ 感染症の増加 

感染症は人の健康の重大な脅威です。新

型コロナウイルス感染症(COVID-19)や鳥

インフルエンザを含む新興感染症の多く

世界の漁業・養殖業生産（水産庁） FAO「The State Of World Fisheries and Aquaculture 2020」より作成 

LohElizabeth et al.(2015)を踏まえた UNEP（2016）を 
基に作成 

新興感染症の
発生における
要因別寄与率 

生
物
学
的
に
持
続
可
能
な
レ
ベ
ル
に
あ
る 

資
源
の
割
合
：
６６
％ 



第２章 生物多様性と生物多様性をめぐる動向(ネイチャーポジティブ) 

9 

 

が動物由来(人獣共通感染症)で、その発生は増加する傾向にあります。新興感染症が増加する

背景には、森林破壊、土地利用の転換や農業の拡大による生息・生育地の分断、気候変動など

の人間が生物多様性に及ぼしてきた負の影響があると考えられています。一方で、こうした感

染症の治療に必要な薬などの原材料も自然がもたらしているため、生物多様性の危機は、人類

の健康の危機にも直接つながっています。 

 

④ ビジネスでも生物多様性の損失が大きなリスクに 

生物多様性の損失は、農林水産業だけでなく、様々なビジネスでも大きなリスクとして捉え

られています。 

ビジネスにおける事業活動は、自然資本※(ストック)が生み出す生態系サービス(フロー)を

活用することで価値を生み出し、対価を得ています。事業活動は、生態系サービスによって支

えられており、生態系サービスを生み出す自然資本に対して影響を与えています。自然資本の

能力以上に生態系サービスを使いすぎていたり、自然資本そのものが悪化して本来の機能を果

たせなくなっていたりする状況が続くと、事業活動に必要なものを持続的に受け取ることがで

きません。これまでは認識できていなかった自然資本に対する負の影響を「負債」と捉えると、

気が付かないうちに負債が蓄積し、資本を食いつぶしている状態に陥っているかもしれません。 

このような観点から、特に、世界的に事業を展開する事業者の間では、自らの事業活動が生

物多様性を含む自然資本に支えられており、生物多様性の劣化が事業活動に大きな影響を及ぼ

すこと、生物多様性を保全する取組が、持続可能な事業活動の根幹になっていること、という

認識が広まってきています。 

 
※生物多様性のほか、大気や水、土壌、鉱物、海洋等を含むより広い「自然」を、ビジネスに必要な資本の一つとし  

て捉える考え方。 

事業者（企業など） 

自然資本（ストック） 
生物多様性、大気、水、土壌、鉱物、海洋など 

自然は、 

・原材料 
（食料、資材、燃料など） 

・水質や大気の浄化 

・水循環・場の提供 

・災害の緩和 

などの生態系サービス 

を提供している 

事業活動によって 

・土地の改変 

・水利用・排水 

・温室効果ガス＊排出 

・廃棄物排出 

など、自然の状態を変

化させている 

影響 

生態系 
サービスの

提供 
（フロー） 

生態系サービスを活用して事業を実施

している(商品やサービスにより価値を

提供している) 
例：住宅の建設・販売 

例：建築資材など 

例： 

樹木が生育するための土壌、

水、栄養素などが充分に存在

し、病害虫や災害の発生も少な

く、健全な森林が保たれている 

例：土地利用の改変、温室効果ガス排出など 

健全な状態で保たれることで、様々な

生態系サービスを生み出している 

自然資本と事業者との関係のイメージ 

消費者 

サービス
の提供 
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SDGs と生物多様性の関係 

  

 

 

コラム 

持続可能な開発目標（SDGs＊:Sustainable Development Goals）とは、2015(平成 27)年の国連サ

ミットで採択された、2030(令和 12)年までに、世界中の誰もが豊かで安全な暮らしを持続的に営

むことができる社会の実現を目指す国際目標です。17 の目標とそれぞれの目標を達成するための

169 のターゲットで構成されています。 

SDGs の 17 の目標は、それぞれが独立している訳ではありません。個々の目標は互いに複雑に関

係し合っています。そのため、各ゴールの達成に向けた取組は、同時に、また関連付けながら行わ

れる必要があります。  

下図は SDGs のウェディングケーキモデルです。この図は 17 個の目標を「経済」「社会」「環境」 

のグループに分け、関係性を整理

したものです。図を見ると「経済」

と「社会」を一番下で支えている

のが「環境」であることが分かり

ます。安全な水や安定した気候、

豊かな海や陸上の自然からの恵み

は、私たちの暮らしの基盤になっ

ています。そうした「環境」が確保

されていなければ、持続可能な「経

済」や「社会」の実現はあり得ない

と言っても過言ではありません。 

つまり、生物多様性保全に向けた

取組は、社会全体の課題を解決す

るためにも欠かせないものなので

す。実際に、世界の GDP の半分以

上は自然資本に依存しているとの

試算※が示されています。 

※2020 世界経済フォーラム（WEF）報告書 

SDGs のウェディングケーキモデル 

事業者の情報開示と TNFD 

 

民間事業者や金融機関などが自社の事業について、環境面でのリスクや機会を評価し、どのように

取組を進めていくか開示する動きが進んでいます。こうした情報開示によって、事業と生物多様性と

の関係や取組が投資家などに対して明確に示され、資金の流れがネイチャーポジティブに貢献するも

のとなるように誘導していくことが狙いです。 

自然資本や生物多様性に係る情報開示について、国際的な枠組みを構築する TNFD＊（Taskforce on 

Nature-related Financial Disclosures：自然関連財務情報開示タスクフォース）が 2021(令和 3)年

に設立され、2023（令和５）年９月に TNFD 開示枠組みが公表されました。TNFD の開示に取り組むこと

を表明した事業者は 2024(令和６)年 10 月現在、世界で約 290 社あり、中でも日本の事業者は 133 社

と世界最多となっています。 

民間事業者が TNFD に取り組むことで、 

・自社の生物多様性喪失によるリスクへの対策が強化され事業の安定性を高めることができること、 

・各事業者の取組で生物多様性保全が進むこと、 

・ESG 投資などを通じて TNFD に取り組む事業者への投資拡大につながること、 

・事業者のブランディングにつながること 

などが効果として挙げられます。 

現在、TNFD の取組は一部の国際企業や大企業が先行していますが、今後は、調達や流通、資金調達、

投資などを通して、あらゆる産業・事業者へも波及していくことが予想されます。 

コラム 
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 生物多様性の４つの危機 

日本における生物多様性の損失の直接的な要因として、生物多様性国家戦略2023-2030では、

「開発など人間活動による危機」、「自然に対する働きかけの縮小による危機」、「人間により持

ち込まれたものによる危機」、「地球環境の変化による危機」の「４つの危機」として整理され

ています。 

このままでは、生物多様性の損失を止めることができず、私たち人類が安全に豊かに暮らし

続けていくことができません。これら生物多様性の危機に対処するためには、これまでの社会

の価値観と行動を大きく変え、対策を進めていく必要があります。 

 

生物多様性の４つの危機とその背景 

・過度な森林伐採や宅地開発、埋め立てなど

による野生生物の生息・生育地の減少 

・商業利用や観賞用 

のための乱獲や盗 

掘による個体数の 

減少 

 

開発など人間活動による危機 

第１の危機  

自然に対する働きかけの縮小による危機 

第２の危機 

・里地里山や里海などこれまで長い年月をか

けて人間の働きかけによって維持されてき

た野生生物が、最近の耕作放棄や手入れ不

足などによって衰退 

 第３の危機 

・外来生物による在来種の捕食、在来種と

生息・生育場所の競合、交雑による遺伝

的なかく乱 

 

地球環境の変化による危機 

 

第４の危機 

・地球温暖化の進行による亜高山・高山帯の

縮小などの生態系への影響 

・降水量の変化による自然災害の激甚化 

 

・経済成長（開発、大量生産・大量消費を基調とする生活など） 

・地方から都市への人口流出（里地里山管理の人手不足、都市域の水質悪化など） 

・産業構造の変化（第一次産業の減少、エネルギーシフト、化学物質の使用拡大など） 

・経済・社会のグローバル化（国内資源利用の減少・海外資源への依存など） 

・社会経済活動において生物多様性の保全の観点が欠如している状況（社会生活における生物多様性

の重要性に対する認識の欠如や、自然の回復や、自然と調和した活動に対する関心の低さなど） 

生物多様性の危機の背景 

・水田やため池の消失

等によって、タガメ

などの水生昆虫や、

メダカなどの淡水魚

が激減 

・化学物質による生

態系への影響（化

学肥料、化学物

質、マイクロプラ

スチック*など） 

 

・海洋の酸性化や海

水温の上昇等によ

る海洋生態系への

影響 

土砂災害 

沢筋や湿地に生息するサクラソウ 

（宮城県レッドリスト絶滅危惧Ⅰ類） 

アメリカザリガニ 

(条件付特定外来生物) 

) 

 

県内のため池に生息するシナイモツゴ 

（環境省レッドリスト絶滅危惧Ⅰ類） 
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生物多様性をめぐる動向(ネイチャーポジティブ) 

 国際社会の動向 

① 生物多様性条約 

生物多様性条約は、生物の多様性を包括的に保全し、生物資源の持続可能な利用を行うため

の国際的な枠組みとして、1992(平成４)年に「国際連合環境開発会議(地球サミット)」で採択

され、1993(平成５)年に発効されました。日本は条約発効当初から加盟しており、2024(令和

６)年 11 月現在で、196 の国と地域が加盟しています。 

2010(平成 22)年には、愛知県名古屋市で生物多様性条約第 10 回締約国会議(COP10)が開催

されました。この会議では、生物多様性の損失を止めるため、2020(令和２)年までの行動目標

として「愛知目標＊」が採択され、この目標のもと、各締約国で様々な取組が進められてきま

した。 

日本における取組は、20ある愛知目標に対して、生物多様性国家戦略 2012-2020 で設定した

13 の国別目標で達成状況を評価しました。その結果、「陸域の 17％、海域の 10％が保護地域な

どにより保全される」などの５つの目標については「目標を達成」しました。また、８つの目

標については「目標に向けて進捗したが、達成しなかった」と評価され、具体的には、トキ・

コウノトリの野生復帰やサンゴ礁・藻場・干潟などの各種指定区域の面積などについて、目標

値を完全には達成できませんでしたが、大きく進展しました。 

2020(令和２)年に発行された愛知目標の達成状況を世界全体で分析した報告書(地球規模生

物多様性概況第５版(GBO５))によると、20 の目標のうち多くの目標については進捗がみられ

たものの、完全に達成された目標はありませんでした。 

 

② 「ネイチャーポジティブ」の実現が世界目標に 

2022(令和４)年に開催された生物多様性条約第 15 回締約国会議(COP15)では、愛知目標の取

組や反省を踏まえ、新たな世界目標となる「昆明・モントリオール生物多様性枠組＊」が採択

されました。この枠組は、2050(令和 32)年までに「自然と共生する世界」(ビジョン)を目指す

ために、2030(令和 12)年までに、「自然を回復軌道に乗せるために生物多様性の損失を止め反

転させる、いわゆる、「ネイチャーポジティブ＊(自然再興)」のための緊急の行動をとる」とい

う目標(2030 年ミッション)が掲げられました。 

この目標を実現するためには、2030(令和 12)年までに自国の陸域と海域の少なくとも 30％

を保全し生物多様性を回復させる「30by30 目標＊」や、自然を活用した気候変動の緩和と適応

を意味する「NbS＊(自然を活用した解決策)」の推進、気候変動対策における自然環境の破壊を

最小化することなどが採択され、現在各国で取組が進められています。 

 

「昆明・モントリオール生物多様性枠組」の概要 
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③ 社会変革の必要性 

産業革命以降の 200 年の間に人類がもたらした土地の改変や気候変動などの影響は大きく、

特に過去 50 年は、人類史上かつてないスピードで自然が変化しています。持続可能な社会の

ため、ネイチャーポジティブを実現していくためには、自然環境の保護や保全だけではなく、

政治、経済、社会、技術など、社会全体における横断的な取組を、行政及び県民や、NPO 団体、

事業者、教育機関などの様々な主体が連携して進めていく必要があります。 

 

 

ネイチャーポジティブの概念図 
地球規模生物多様性概況第５版（GBO5） より作成 

生物多様性条約第 16 回締約国会議 

2024(令和６)年 10 月～11 月にかけ、コロンビア共和国の都市カリにおいて、生物多様性条約第 16

回締約国会議（COP16）が開催されました。参加人数は 13,000 名を超え、過去最大規模となりました。

日本政府からは環境省、外務省、経済産業省、文部科学省、水産庁の関係者が参加し、民間事業者や

NGO からも多数が参加しました。 

COP16 では国家間の交渉（約 30 の議題）のほか、民間事業者や NGO が主導する自主的な枠組につい

ての議論や成果発表がありました。国家間交渉では、生物多様性の取組を推進するための資金制度な

どについては合意に至らず、「中断」するという異例の事態になりました。しかし、前回の COP15 で課

題として残されていた世界目標の達成度を評価する指標については概ね合意され、途上国を中心とす

る遺伝資源の保有国に対する基金である「カリ基金」の設立、地域社会や先住民、気候変動、健康等

の個別に検討されてきた事項と自然とのかかわりが示され、統合的に対応する必要性についても合意

が得られるなどの成果もありました。 

民間事業者からは、自然や生物多様性を定量的に測るためのガイドライン案や、先行事例が多数発

表されました。今後、民間事業者は、自然に関する評価や目標設定、計画策定において定量的に示す

ことが、さらに求められると予想されます。また、これまで個別に扱ってきた気候変動や健康などの

取組と、自然や生物多様性の取組を、統合的に対策し評価することが求められると予想されます。 

コラム 
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30by30 目標と OECM・自然共生サイト 

 

「30by30 目標＊」は、「昆明・モントリオール生物多様性枠組」の目標のひとつ（行動目標３）で、

2030(令和 12)年までに、陸と海の 30％以上を健全な生態系として効果的に保全しようとするもので

す。これは、世界の陸生哺乳類の多くを守るためには、生物多様性の保護・保全が図られている地域

の総面積を 33.8％まで拡大する必要があること、日本の保護・保全が図られている地域を 30％まで拡

大すると生物の絶滅するリスクが３割減少する見込みがあることなど、生物多様性の保全を進めるた

めに、30％の保全を目指すことが重要と考えられているためです。 

コラム 

サイト名 所在地 ha

「仙台ふるさとの杜再生プロジェクト」

の海岸防災林
仙台市 3.3

仙台市水道局青下水源涵養林 仙台市 87

旧品井沼周辺ため池群 大崎市 10

南三陸FSC®認証林 南三陸町 2481

遠藤環境農園 仙台市 1.5

宮城大学キャンパス 仙台市・大和町 63

伊豆沼農産ふゆみずたんぼ 登米市 0.1

沢田上地区の居久根・周辺水田 大崎市 61

荒沢湿原池沼群 加美町 11

新童子下・童子下の田んぼ 南三陸町 0.9

2718.8合計

県内の自然共生サイト 

※2025（令和７）年 3月現在 

保護地域に関する世界データベース（WDPA） 
各国の保護地域と OECM が登録される 

30by30 目標は、法律などで行為規制が行われている保護

地域（自然公園など）のほか、保護地域以外で生物多様性

保全に貢献する地域（OECM＊：Other Effective area-based 

Conservation Measures）の設定や管理を通して達成して

いくことを目指しています。また、OECM として認定される

と、国連環境計画（UNEP）と国際自然保護連合（IUCN）が

管理する世界保護地域データベース（WDPA）と、世界 OECM

データベース（WD-OECM）に登録されます。WDPA や WD-OECM

はインターネットで閲覧することができます。 

日本では、2024（令和６）年８月時点で、陸域の約 20.6％、

海域の約 13.3％が自然公園などの保護地域となっており、

さらなる拡張が進められています。また、OECM の区域を拡

大するため、民間事業者や地方自治体、個人などの取組に

よって生物多様性の保全が図られている場所を国が「自然

共生サイト＊」として認定する制度が、2023（令和５）年に

開始しました。自然共生サイトは、2025（令和７）年３月時

点で、全国 328 か所（9.3 万 ha）で認定されており、広大

な県有林や社有林、大学の演習林、ため池、湿地、藻場、水

田などの農地、工場内の緑地、都市公園、保育園や個人の

庭園など多種多様です。 

2023（令和５）年度に自然共生サイトとして認定された

8.4 万 ha のうち、保護地域との重複を除いた 4.8 万 ha が

OECM として初めて登録され、日本において、2024(令和６)

年８月の時点で、陸域における保護地域と OECM 面積の合計

は 20.8％となり、2023（令和５）年 1 月から 0.3 ポイント

増加しています。 

保護地域 

保護地域以外で効果的な保全
が行われている場所（OECM） 

宮城県の保護地域は、県土の 35.5％を占めており、自然

共生サイトは、10 か所（2718.8ha）※が認定を受けていま

す。今後は、保護地域における生物多様性の適正な保全対

策や、自然共生サイトの活動などを通じて、県民がより主

体的にネイチャーポジティブの推進に参画できるような取

組を進めていく必要があります。 
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  国内の動向 

① 日本の生物多様性や生態系サービスも劣化傾向 

日本では、「生物多様性及び生態系サービスの総合評価 2021(JBO3)」によって生物多様性や

生態系サービスの状況を科学的に調査し、評価しています。その結果、日本の生物多様性の「４

つの危機」は依然として生物多様性の損失に大きな影響を与え、生態系サービスも劣化傾向に

あることが分かりました。 

 

② 生物多様性国家戦略 2023-2030 

「昆明・モントリオール生物多様性枠組」の採択を受け、日本でもネイチャーポジティブの

実現を目指す「生物多様性国家戦略 2023-2030」(以下、「国家戦略」という。)が策定されまし

た。国家戦略では 2050 年ビジョン(将来像)として「自然と共生する社会」、2030(令和 12)年に

向けた目標「ネイチャーポジティブの実現」が掲げられています。目標を達成するために５つ

の基本戦略を示し、基本戦略に対して状態目標(あるべき姿)と行動目標(なすべき行動)、進捗

を図るための指標が設定されています。 

2024(令和６)年に公表された

国際機関(IPBES)の報告書※で

は、6500 以上の科学論文の知見

から、現在地球規模で直面して

いる、「生物多様性」、「水」、「食

料」、「健康」、「気候変動」という

複数の危機の対策の相関関係を

分析しています。 

その報告書によると、生物多

様性保全対策を優先した場合

は、その他の課題解決に正の影

響(青い矢印)があり相乗効果が

高いこと、一方、気候変動対策を

優先した場合はその他の課題解

決に負の影響がある(赤い矢印)

場合が多いことが試算されてい

ます(右図)。 

国家戦略においても、「ネイチ

ャーポジティブの実現」と「気候

変動対策」、「循環経済＊(サーキュラーエコノミー)への移行」の３つの対策を相互連携し、各

問題を同時に解決していく方向性が示されています。 

 
※「生物多様性、水、食料及び健康の間の相互関係に関するテーマ別評価報告書(ネクサス評価報告書)政策決定者向け要約」(IPBES、

2024 年) 

生物多様性国戦略 2023-2030 概要 

生物多様性保全対策と気候変動対策が 
他の対策に及ぼす影響 
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③ 第六次環境基本計画 

国の環境基本計画は、全ての環境分野を統合する最上位計画として、政府全体の環境保全に

関する総合的・長期的な施策の骨組を示すものです。2024(令和６)年に第六次の計画が策定さ

れました。環境保全を通じた現在及び将来の国民一人ひとりの「ウェルビーイング＊／高い生

活の質」を最上位目標に掲げ、環境の質を上げることで経済社会が成長・発展できる「循環共

生型社会(環境・生命文明社会)」の構築を目指すこととしています。 

環境基本計画においても、現在の社会は、気候変動、生物多様性の損失及び汚染という３つ

の危機に直面しており、これまでの環境・経済・社会システムの延長線上での対応では限界が

あり、早急な社会変革が必要であるという強い危機感が示されています。ネイチャーポジティ

ブの目標年と同じ 2030(令和 12)年を環境・経済・社会全てにおいて「勝負の 2030 年」として

政策が進められています。 

 

 

生物多様性国家戦略 2023-2030 に盛り込まれた視点 

●自然を活用した解決策（NbS）の推進 

国家戦略の基本戦略２では、「自然を活用した社会課題の解決（NbS:Nature-based Solutions）」が

位置付けられ、自然の恵みを生かして気候変動対策や資源循環、防災・減災、地域経済の活性化、健

康などの多様な社会課題の解決につなげ、人間の幸福と生物多様性の両方に貢献する取組が推進さ

れています。 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●ネイチャーポジティブ経済への移行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コラム 

その土地ならではの自然や文化

を長期間滞在しながら楽しむト

レイルを設置し、自然環境・自

然景観の保全と社会経済活動の

両立を目指す 

県内の自然を活用した解決策（NbS）の例 

防風、潮害・飛砂防止を目的と

してクロマツなどを植林するこ

とで、野生生物の生息・生育の

場を確保でき、整備活動に多様

な主体が参画することで、地域

の交流の場となる 

ブルーカーボン＊の隔離や貯留

機能を持つ干潟や藻場、湿地の

再生や保全を図ることで、干潟

や藻場、湿地に生息・生育する

野生生物の保全も推進する 

「生物多様性民間参画ガイド

ライン（第３版）」 

環境省 2023(令和５)年 

国家戦略の基本戦略３では「ネイチャーポジティブ経済の実現」が

位置付けられ、また 2024(令和６)年には、環境省、農林水産省、経済

産業省、国土交通省により、「ネイチャーポジティブ経済移行戦略」

が策定されました。こうした計画に基づき、国では、ネイチャーポジ

ティブ経済を推進する対策が進められています。具体的には、事業活

動における環境負荷が最小化され、生物多様性に貢献する製品やサー

ビスが、消費者や市場などから評価されることで、ネイチャーポジテ

ィブ経営が促進される仕組みづくりなどが検討されています。 

ネイチャーポジティブ経営とは、自社の事業活動の重要課題（マテ

リアリティ）に、自然資本の概念を位置づける経営の在り方を言いま

す。事業者向けに、基本的な情報や考え方をまとめた「生物多様性民

間参画ガイドライン（第３版）－ネイチャーポジティブ経営に向けて

－」（2023(令和５)年、環境省）も発行されています。 

 


